
  
 

一

 
 

 

令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
及
び
令
和
五
年
度
予
算
に
係
る
子
育
て
関
連
給
付
金
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法
律

案
要
綱 

第
一 

定
義 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□
第
一
条
関
係
□ 

 

一 

こ
の
法
律
に
お
い
て
□
令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
及
び
令
和
五
年
度
予
算
に
係
る
子
育
て
関
連
給
付
金
□
と
は
□
令

和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
に
係
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
及
び
令
和
五
年
度
予
算
に
係
る
出
産
・
子
育
て
応

援
給
付
金
を
い
う
こ
と
□ 

 

二 

こ
の
法
律
に
お
い
て
□
令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
に
係
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
□
と
は
□
原
油
価
格

及
び
物
価
が
高
騰
し
て
い
る
状
況
に
鑑
み
□
令
和
五
年
三
月
二
十
八
日
に
閣
議
に
お
い
て
決
定
さ
れ
た
令
和
四
年
度
一
般

会
計
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
原
油
価
格
・
物
価
高
騰
対
策
予
備
費
の
使
用
に
基
づ
く
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
セ
□
フ
テ
□
ネ
□
ト
強
化
交
付
金
を
財
源
と
し
て
支
給
さ
れ
る
次
に
掲
げ
る
給
付
金
を
い
う
こ
と
□ 

 
 

１ 

都
道
府
県
□
市
□
特
別
区
を
含
む
□
□
又
は
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で
□
低
所
得

で
あ
る
ひ
と
り
親
世
帯
へ
の
支
援
の
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
も
の 

 
 

２ 

１
の
ほ
か
□
市
町
村
□
特
別
区
を
含
む
□
三
に
お
い
て
同
じ
□
□
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
で
□
低
所
得
で
あ
る
子



 

  
 

二

育
て
世
帯
へ
の
支
援
の
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
も
の 

 

三 
こ
の
法
律
に
お
い
て
□
令
和
五
年
度
予
算
に
係
る
出
産
・
子
育
て
応
援
給
付
金
□
と
は
□
妊
娠
か
ら
出
産
及
び
子
育
て

ま
で
の
一
貫
し
た
相
談
支
援
の
実
効
性
を
確
保
す
る
必
要
性
に
鑑
み
□
令
和
五
年
度
の
予
算
に
お
け
る
妊
娠
出
産
子
育
て

支
援
交
付
金
を
財
源
と
し
て
市
町
村
か
ら
支
給
さ
れ
る
給
付
金
□
金
銭
以
外
の
財
産
に
よ
り
行
わ
れ
る
給
付
を
含
む
□
□

で
□
妊
娠
か
ら
出
産
及
び
子
育
て
ま
で
の
支
援
の
観
点
か
ら
支
給
さ
れ
る
も
の
を
い
う
こ
と
□ 

第
二 

差
押
禁
止
等 

 

一 

権
利
の
差
押
え
等
の
禁
止 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

□
第
二
条
第
一
項
関
係
□ 

 
 

 

令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
及
び
令
和
五
年
度
予
算
に
係
る
子
育
て
関
連
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
□
た
者

の
当
該
支
給
を
受
け
る
権
利
は
□
譲
り
渡
し
□
担
保
に
供
し
□
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
□ 

 

二 

金
銭
等
の
差
押
え
の
禁
止 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

□
第
二
条
第
二
項
関
係
□ 

 
 

 

令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
及
び
令
和
五
年
度
予
算
に
係
る
子
育
て
関
連
給
付
金
と
し
て
支
給
を
受
け
た
金
銭
そ
の
他

の
財
産
は
□
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
□ 

第
三 

非
課
税 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□
第
三
条
関
係
□ 



  
 

三

 
 

租
税
そ
の
他
の
公
課
は
□
令
和
五
年
三
月
予
備
費
使
用
及
び
令
和
五
年
度
予
算
に
係
る
子
育
て
関
連
給
付
金
と
し
て
支
給

を
受
け
た
金
品
を
標
準
と
し
て
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
□ 

第
四 

施
行
期
日
等 

 

一 

施
行
期
日 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□
附
則
第
一
項
関
係
□ 

 
 

 

こ
の
法
律
は
□
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
□ 

 

二 

経
過
措
置 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□
附
則
第
二
項
関
係
□ 

 
 

 

こ
の
法
律
は
□
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
支
給
を
受
け
□
又
は
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
□
た
令
和
五
年
三
月
予
備
費
使

用
に
係
る
子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
に
つ
い
て
も
適
用
す
る
こ
と
□
た
だ
し
□
第
二
の
適
用
に
つ
い
て
は
□
こ

の
法
律
の
施
行
前
に
生
じ
た
効
力
を
妨
げ
な
い
こ
と
□ 


